
 

 

 

 

【宝塚市プレミアム付商品券】 

 

参加店舗  募集要項 

 

 

【申込期間】 

令和元年６月１７日（月）～令和元年７月３１日（水） 

 

 

 

宝塚市プレミアム付商品券事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆問合せ先 

宝塚市プレミアム付商品券コールセンター（事業者向け） 

平日 10:00～17:00 （土・日・祝休業、年末年始 12月 28日～1月 5日休業） 

ＴＥＬ：０５７０－０１１－２３３        ＦＡＸ:０７８－５７０－５１００   

ＵＲＬ：https://premium-gift.jp/takarazuka/ 

 

 

https://premium-gift.jp/amagasaki/


 

 

１ 趣旨 

消費税及び地方消費税率引上げが家計に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支えするため、

住民税非課税の方、乳幼児のいる子育て世帯を対象にプレミアム付商品券を発行するにあたり、そのプレミアム付商品

券を使用できる参加店舗（以下、参加店舗という。）を募集し、参加資格等を審査のうえ、承認するとともに参加店舗とし

て登録する。 

 

２ プレミアム付商品券発行事業の概要 

（１）商品券の名称 宝塚市プレミアム付商品券 

（２）発 行 者 宝塚市 

（３）対 象 者     ①住民税非課税者（課税基準日：平成 31年１月１日） 

                    ※課税者と生計同一の配偶者・扶養親族、生活保護被保護者等を除く 

②子育て世帯の世帯主 

※平成 28年 4月 2日～令和元年 9月 30日までの間に生まれた子が対象 

（４）商品券の構成 １冊につき 5,000円分（500円券×10枚）を 4,000円で販売 

（５）購入限度額 【非 課 税 者】 5冊：25,000円分（負担額 20,000円） 

【子育て世帯】 5冊：25,000円分（負担額 20,000円）×対象の子どもの数 

（６）販 売 期 間 令和元年 10月１日～令和 2年 2月 29日まで 

（７）使 用 期 間 令和元年 10月１日～令和 2年 2月 29日まで 

（８）参 加 店 舗 商品券を用いた取引を行う場所として登録された市内の店舗等 
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３ 商品券の使用対象にならないもの  

商品券は次に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできません。 

（１）出資や債務の支払い（税金、振込代金、振込手数料、保険料、電気・ガス・水道・電話料金等）  

（２）有価証券、金券、商品券（ビール券、清酒券、おこめ券、図書券、店舗が独自発行する商品券等）、旅行券、乗車

券切手、官製はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入  

（３）たばこ事業法（昭和59年8月10日法律第68号）第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入 

（４）当せん金付証票法（昭和23年法律第144号）第2条に規定する当せん金付証票（宝くじ）及びスポーツ振興投票の

実施等に関する法律（平成10年法律第63号）第2条に規定するスポーツ振興投票券の購入 

（５）事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入  

（６）土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料（一時預りを除く）等の不動産に関わる支払い  

（７）会費、商品及びサービスの引換券等代金を前払いするものの内、有効期限が令和2年2月29日を超えるもの 

（８）現金との換金、金融機関への預け入れ  

（９）風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第2条に該当する営業に係る支払

い 

（10）特定の政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの  

 

４ 参加店舗登録にあたっての参加資格 

宝塚市内に事業所または店舗がある、飲食・小売・サービス事業者であり、宝塚市内の店舗等のみにおいて商品券の

利用を制限出来る者。但し、次の事業者を除く。 

（１）「風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律」（昭和23年法律第122号）第2条に該当する営業を 

行う者。 

（２）特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行う者。 

（３）上記３.[商品券の使用対象にならないもの]に記載の取引、商品のみを取り扱う店舗等。 

（４）宝塚市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けている者。 

（５）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4第2項第2号に該当する者及び刑法（明治40年法律第45号

第96条の3若しくは第198条又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）第3条

の規定による刑の容疑により刑事訴訟法（昭和23年法律第131号）第247条の規定に基づく公訴を提起されて 

いる者。 

（６）役員等（法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者、その他の団体にあって

は法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並びに支店又は営業所を代表する者

をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号。以下

「暴対法」という。）第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき。 

（７）暴力団（暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与している 

とき。 

（８）役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は

暴力団員を利用しているとき。 



 

 

（９）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力

団の維持、運営に協力し、又は関与しているとき。 

（10）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 

（11）本店所在地の市町村税、消費税及び地方消費税を完納していない者。 

（12）民事再生法（平成11年法律第225号）第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしている者

又は申立てをなされている者（同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者を除く。）、会社更生法（平成

14年法律第154号）第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなさ

れている者（同法第41条第１項の更生手続開始の決定を受けた者を除く。）、金融機関から取引の停止を受けて

いる者その他の経営状態が著しく不健全であると認められる者。 

 

５ 参加店舗の責務等 

参加店舗は、次に掲げる事項を遵守及び注意して下さい。 

（１）参加店舗は、商品券を利用できる店舗であることが明確になるよう、事務局が配布するポスター及びステッカーを 

利用者に分かりやすい場所に掲示すること。 

（２）店舗で独自に商品券の利用対象外となる商品などを定める場合（特売品など）は、予め利用者が認識できるよう、

陳列棚、チラシ等にその旨明示して下さい。 

（３）使用される商品券は、事務局が事前に配布する見本と間違いないか確認して下さい。なお、偽造防止ホログラム

がない、色合いが明らかに違うなど、偽造された商品券と判別できる場合は、商品券の受け取りを拒否するととも

に、その事実を速やかに警察へ通報して下さい。また、その旨宝塚市プレミアム付商品券コールセンターへ報告し

て下さい。商品券の見本については、レジ担当者や商品券を取り扱う全ての店員に周知願います。 

（４）取引により商品券を受け取ったときは、再流出を防止するため、券裏面に参加店舗受領印を押印することとし、既

に受領印があるものは、受け取りを拒否して下さい。また、使用済み商品券を換金するにあたり、万一入金額に差

異があった場合、参加店舗控え（半券）による照合が必要となる為、入金確認を完了するまで大切に保管して下さ

い。（この控えがない場合は、振込金額の差異があっても異議申し立てをすることができせん。なお、控えの半券が

ある場合でも、振り込み完了後、2週間を過ぎてからの異議申し立てはできませんのでご注意願います。） 

（５）商品券は物品の販売又は役務の提供などの取引において利用可能です。  

（６）商品券は転売、譲渡、再利用、現金との交換は禁止しています。  

（７）商品券面額以下の利用の場合であってもお釣りはお渡ししないで下さい。 不足分は現金等で受け取って下さい。 

（８）商品返品の際の返金はできません。  

（９）利用期間を過ぎた商品券は受け取らないで下さい。 

（10）商品券の盗難・紛失、滅失または偽造、模造等に対して、発行者（宝塚市）は責を負いません。  

※商品券の盗難・紛失については、損害賠償が発生する場合があります。  

（11）宝塚市、その他当該事業に係る関係者の事業運営に協力して下さい。 

 

 

 



 

 

６ 参加店舗申し込みについて 

（１）申込み方法 

参加店舗登録希望者は、この「募集要項」ならびに要項末尾に記載の「誓約事項」に同意の上、参加店舗登録 

申請書に必要事項を記入し、下記のいずれかの方法でお申込みください。 

◆ＷＥＢ申込み ：https://premium-gift.jp/takarazuka/ （宝塚市プレミアム付商品券ホームページ） 

◆ＦＡＸで申込み：０７８－５７０－５１００ 

「大型店等の場合」 

①大型店・量販店・チェーン店・系列店などの宝塚市内に複数の店舗を持つ事業者については、原則、店舗毎 

ではなく、事業者単位でとりまとめて申込みを行って下さい。 

②原則、宝塚市内全ての店舗で利用可としてください。 

③すべての参加店舗に「募集要項」の内容に同意して頂き、各店舗の名称（例：×××デンキ宝塚店）、所在地

（郵便番号を含む）、電話番号、ＦＡＸ番号、担当者氏名等の登録が必要です。宝塚市プレミアム付商品券 

ホームページの登録フォームをご利用ください。 

「商店街等の場合」 

商店街について、基本的には上記と同様の方法にて、組合単位でのご登録をお願いします。 

（２）申込み期間 

令和元年６月17日（月）00：00から令和元年７月31日（水）23：59まで 

（３）登録・承認・取消 

登録申込みのあった事業者については、宝塚市での審査を経て、参加店舗として承認します。（事務局より、承認し

た旨を事業者あてに電子メ－ル又はFAXにて通知します。） 

ただし、承認後であっても下記に該当する場合承認を取り消すことがあります。 

① 申込内容に虚偽・不備・不正等があった場合 

② 募集要項に違反する行為が認められた場合 

③ 宝塚市が承認を取り消すと判断した場合 

  

https://premium-gift.jp/amagasaki/


 

 

７ 換金手続きについて 

物品の販売又は役務の提供などの取引において商品券を受け取った参加店舗は、次の要領で換金を申し出ることが

できます。 

（１）参加店舗は、事務局の配布するレターパック（又は専用のダンボール）に商品券を同封し、宝塚市内の郵便局へ営

業時間内に持参する。 

（２）換金額は【500円×商品券枚数】となります。（振込手数料は宝塚市負担） 

（３）換金請求期間は、令和元年10月1日（火）～令和２年3月3日（火）までとします。この期間を過ぎてからの受付には

一切応じられませんので、必ず上記期間中に換金手続きをして下さい。 

（４）換金請求日に応じて５回の振込設定日に利用店舗の指定口座へ支払われます。 

郵便局窓口への換金請求日（商品券持込日） 入 金 予 定 日 

① 令和元年１０月 １日～１０月２２日 令和元年１１月２９日頃 

② 令和元年１０月２３日～１１月２３日 令和元年１２月２７日頃 

③ 令和元年１１月２４日～令和２年 １月 ６日 令和２年 ２月１２日頃 

④ 令和２年 １月 ７日～  ２月 ４日 令和２年 ３月１１日頃 

⑤ 令和２年 ２月 ５日～  ３月 ３日 令和２年 ３月２７日頃 

※表の日程は予定の為、変更となる場合があります。最終日程および換金方法の詳細は、後日配布いたします「参加店

舗マニュアル」にて必ずご確認ください。 

  

８ その他留意事項 

（１）商品券の取扱い、換金の方法など詳細については、9月に配布する「参加店舗マニュアル」を参照して下さい。 

（２）「募集要項」に記載されていない事項及び定めのない事項に関しては、宝塚市がその対応を決定します。           

（３）参加店舗の情報（店舗名称、所在地、電話番号、業種等）は、「商品券の使えるお店」として専用ホームページによ

り広報します。 

（４）令和元年7月31日までにお申込みされた参加店舗様に関しましては、商品券販売店舗に設置する参加店舗案内冊 

子に掲載します。 

（５）本事業用にデザインされた「商品券」の肖像使用を含む広報告知物・掲出等については事前に宝塚市の承認が必

要となります。宝塚市プレミアム付商品券専用ホームページにより画像等使用承認申請を行って下さい。 

（６）商品券の利用者に不利益を与える行為や故意により事務局等に対して損害を与える行為等を行った場合は、換

金の拒否もしくは損害賠償を求める場合がございますのでご注意ください。 

（７）宝塚市の方針等によって、内容が変更される可能性がある旨を予めご了承願います。 

（８）令和2年3月30日以降の異議申し立てはできません。 

  



 

 

誓約事項 

１．商品の販売、又はサービスの提供なく商品券の換金を行いません。 

２．商品券を使用できない商品に対して、商品券での支払を受け付けません。 

３．商品券の再販・再流通を致しません。 

４．商品券の偽造・悪用・濫用を致しません。 

５．商品券を紛失・毀損した場合、すべて自己責任とします。 

６．商品券の利用期間中(令和元年10月１日～令和2年2月29日)は参加店舗として事業に参加し、真にやむを得ない事 

由がない限り途中辞退を致しません。 

７．商品券の取扱、参加店舗の責務のほか募集要項に記載されている内容に同意し遵守します。 

８．商品券の利用に際して、利用者からの苦情や紛争が生じ、店舗側の責に帰すると認められる場合、自ら解決に努めま 

す。 

９．商品券の取扱に関して協議会からの改善要請等があった場合には、それに従います。 

10．店舗名・所在地・電話番号・ＦＡＸ番号・業種の公表(専用ＨＰ、チラシ等に掲載)について同意します。 

11．登録する店舗は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する性風俗関連特殊営業を 

行う者、設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある営業を行う者及び食事の提供を主目的としないキャバレー、ク 

ラブ、待合などを運営する者」、「特定の政治団体と関わる店舗等」又は「公序良俗に反する店舗等」ではありません。 

 

上記、誓約事項を確認の上、別紙「参加店舗登録申請書 兼 誓約書」に署名捺印しお申し込みください。 


